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 高額介護サービス費の未支給について 

 

介護保険サービスの利用者負担額が一定の上限を超えたときに被保険者に対して支給する高額介護サービス費に

ついて、令和６年６月に介護予防訪問サービス及び介護予防短時間通所サービス（以下「介護予防訪問サービス等」

といいます。）を利用された方４９名について、本市が介護サービス費に係る審査・支払事務を委託している神奈川

県国民健康保険団体連合会に対し、誤った介護サービス費の単価情報を提供したことに起因し、本市が高額介護サー

ビス費の算定に必要となる介護サービスの自己負担額に係る情報を作成していなかったことで、本来であれば、令和

６年９月に支給すべき高額介護サービス費９７，８９５円を支給していなかったことが判明しましたので、御報告い

たします。 

今後につきましては、対象者の方に対して速やかに謝罪を行うとともに、支給に係る御案内を早急に進め、再発防

止に努めてまいります。 

 

１ 制度概要 

  「高額介護サービス費」は、介護保険法等の規定により、介護保険サービスの利用者負担額が、所得区分に応じ  

て設定する基準額より高額となる場合、超過した額を償還払い（払い戻し）する制度です。 

  高額介護サービス費の支給に当たっては、介護サービス費に係る審査・支払事務を委託する神奈川県国民健康保

険団体連合会（以下「国保連」といいます。）から提供された自己負担額の合計額等の情報をもとに、本市の業務

システムにおいて、高額介護サービス費を算定し、サービス提供月の３か月後に対象者に支給することとなりま

す。 

 

２ 経過等 

令和６年６月 ４日（火） 本市が令和６年６月から、介護予防訪問サービス等の報酬単価の改定を行うこ

とに伴い、国保連が介護サービス費に係る審査・支払事務を行うにあたり必要

となる、介護サービス費の改定後の単価等の情報を、国保連に対して提供した。

この際に、改定後の単価ではなく、改定前の単価に係る情報を誤って提供した。 

令和６年７月３１日（水） 複数の介護サービス事業者から当課に対して、介護予防訪問サービス等にかか

る令和６年６月サービス提供分の請求が国保連の審査により返戻となった旨の

問い合わせがあり、上記の手順誤りにより、請求が返戻となったことを確認。

返戻となった場合、事業所への介護サービス費の支払いが１か月遅れることと

なるため、国保連に代わって本市が審査・支払事務を行うこととした。 

令和６年８月２３日（金） 本市が介護サービス事業者に対して、介護サービス費の支給を遅滞なく行う。 

令和７年７月１７日（木） 本件とは別の事案において、高額介護サービス費の支給誤りについて報道発表

を行う（別紙のとおり）。 

令和７年８月 ７日（木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年１月１６日（金） 

７月１７日に報道発表を行った事案を受けて、本件以外の介護給付事務の実施

状況について確認を行ったところ、令和６年６月４日に、国保連に対して、改

定前の単価に係る情報を誤って提供したことに起因して、高額介護サービス費

の算定に必要となる自己負担額の合計額等の情報が作成されていなかったた

め、高額介護サービス費の支給が行われていなかったことが判明する。 

同日以降、高額介護サービス費の支給に向けて、関係部署や業務システムの開

発・保守担当業者とも調整し、高額介護サービス費の算定に必要となる自己負

担額の合計額に係る情報の作成を行うとともに、業務システムにおける算定作 

業を進める。 

高額介護サービス費の未支給に関する対象者数等の全容が判明した。 



 
３ 原因 

（１）令和６年６月４日に、国保連が介護サービス費に係る審査・支払事務を行うにあたり必要な情報を、国保連に  

対して提供した際に、別の担当者によるダブルチェックが行われておりませんでした。 

（２）令和６年６月サービス提供分の介護サービス費の支給を遅滞なく行うため、国保連に代わって本市が審査・支

払事務を行うことを決定した際に、高額介護サービス費を支給するために必要な処理手順や処理に要する期間

等を考慮した上で対応方法を検討すべきでしたが、これを行うことができておりませんでした。 

 

４ 影響 

（１）対 象 者：４９名 

（２）未支給額：９７，８９５円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 今後の対応 

対象者の方に対して速やかに謝罪を行うとともに、支給の御案内を早急に進めてまいります（全対象者に対して  

通知を発送予定）。 

 また、本件以外の介護給付事務についても、マニュアル等に則って適正に実施されているか、引き続き、事務の  

実施状況を確認いたします。 

 

６ 再発防止策 

（１）今後、同様の事態が生じないよう事務手順の見直しを行うほか、事務担当者によるダブルチェックを徹底し、 
管理職による事務執行状況の確認を徹底してまいります。 

（２）介護給付業務を適正に行うため、介護保険制度に係る知識の習得・理解を深め、各業務が相互に及ぼす影響に   

ついて考慮した上で事務執行を行えるよう、本件事案の発生した事実・経過等についてもマニュアル等に記載し 

た上で、所属内で定期的に周知を行い、注意喚起を行ってまいります。 

管区 対象者数 支給額 

川崎区 １０名 １５，００４円 

幸区  ３名  ３，０１６円 

中原区 １１名 ２４，３９２円 

高津区  ５名 １０，４７５円 

宮前区  ６名 １６，７９２円 

多摩区  ７名 １２，０３１円 

麻生区  ７名 １６，１８５円 

合計 ４９名 ９７，８９５円 

（問合せ先） 
川崎市健康福祉局長寿社会部介護保険課 平野 
電話番号 ０４４－２００－２６４１ 



別 紙




